
注

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

副 会 長

統括安全衛生責任者

参考様式－３

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

主 任 技 術 者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

主 任 技 術 者

主 任 技 術 者

元方安全衛生管理者専 門 技 術 者

工期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

　
工
事

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

会　　社　　名

専 門 技 術 者

専 門 技 術 者

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

工期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

担当工事
内　　容

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

専 門 技 術 者

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

工期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

安全衛生責任者

担当工事
内　　容

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

 
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

担当工事
内　　容

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者専 門 技 術 者

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

工期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

工  期
　自　　　　　　年　　　月　　　日

会　　社　　名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

　
工
事

会　　社　　名

安全工事施工推進体制表兼施工体系図

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

　
工
事

会　　社　　名

安全衛生責任者

工　事　名　称

　
工
事

専 門 技 術 者

発  注  者　名

元　　請　　名

監  督  職  員

監 理 技 術 者
主 任 技 術 者

監理技術者補佐

　至　　　　　　年　　　月　　　日

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

担当工事
内　　容

工 期 　 　年　月　日　～   　年　月　日

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

会　　社　　名

書　　記

１．監督員（下請指導責任者）：　一次下請けを監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合に記入

　　（大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱　第８．２（１）による下請指導責任者）

２．専門技術者　　　　　　　：　作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合に記入

３．総括安全衛生責任者　　　：　作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置く必要がある場合は記入

　　（労働安全衛生法による元請下請合せて常時５０人以上（ずい道等の建設、圧気工法作業、一定の橋梁建設は

担当工事内容

担当工事内容

会　　長

担当工事
内　　容



　　（主任技術者を現場責任者に書き変えて記入してください）

　　　常時３０人以上）の労働者を従事させる事業者。（現場所長等の工事施工の責任者））

４．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記入


